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第 6 章 【議員相互の討議の推進】

Ａ案
議員は、議会の機能を発揮するため、委員会等において、積極的な議員間

の討議に努めるものとする。

２ 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策

提言等に積極的に取り組むものとする。

≪福山市参照≫

Ｂ案
議 会 は 、 議 員 間 討 議 が 積 極 的 に 行 わ れ る よ う 会 議 を 運 営 す る も

の と す る 。

≪長崎市参照≫


